
医療機関 福利厚生傷害補償制度
〈傷害総合保険〉

【保険契約者】全国医師協同組合連合会
この保険は、全国医師協同組合連合会を契約者とする針刺し事故等による感染症危険補償特約、

および特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約等をセットした団体傷害総合保険です。

医師および
看護師の2人に1人が

毎年針刺し・切創事故
を

経験しています!!

出典： 

2002年厚生労働
科学研究費補助金

総括研究報告

「医療従事者にお
ける針刺し・切創の

実態と

その対策に関する
調査」

2026年4月改定版

＊特定感染症補償制度とは、傷害総合保険に特定感染症危険補償特約を付帯した契約のペットネームです。
＊針刺し事故等補償制度とは、傷害総合保険に針刺し事故等による感染症危険補償特約を付帯した契約のペットネームです。

保険料計算例 医療法人Aクリニック様の場合…医師1名、看護師2名、事務員2名（合計5名）
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死亡・後遺障害 入院日額 入院中の手術

基本補償 24時間補償 ＋ 特定感染症補償制度＊（特定感染症危険補償特約）

外来の手術 通院日額
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事務員
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×

針刺し事故等補償制度＊

（針刺し事故等による感染症危険補償特約）
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3,600円
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10,800円

1名
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5名

人数 基本補償
24時間補償

針刺し事故等補償制度＊

（針刺し事故等による感染症危険補償特約） 月払保険料ご加入口数

医師
看護師
事務員
計

（保険期間1年、職種級別A級、団体割引30%、天災危険補償特約セット ＋ 特定感染症補償制度＊)

医療法人
Aクリニック様
月払合計保険料

10,800円

特定感染症補償制度＊（特定感染症危険補償特約）の場合、特定感染症による死亡、手術はお支払いの対象とはなりません。

■保険料と補償範囲

■保険金額（1名あたり）

団体割引
30%適用

【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2025年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の保険料（または保険金額）および補償内容の改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本チラシをご確認いただいたうえで、お申し込みくださいますようお願いします。



取扱代理店 引受保険会社 担当営業店

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部第一課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1  TEL.03-3349-5113

募集文書
作成担当店

医師協同組合  行

下記に必要事項をご記入ください。

ご 住 所
〒　　　　　　－

ご希望の項目をお選びください

□ 加入したい　□ パンフレットを送ってほしい　□ 内容を知りたいので連絡してほしい

□ その他（ ）

FAX

ご記入日 年　　　　月　　　　日

カ ナ

E-mail

お 名 前

医 療 機 関 名

連 絡 先
TEL

◆個人情報の取扱いについて
○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・
利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、契約の安定
的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報
（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに
関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧いただくか、取扱代理店
または損保ジャパンまでお問い合わせください。

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
◆このチラシは、医療機関 福利厚生傷害補償制度の概要を説明したものです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせください。

《お見積もりの際の必要項目》 ※有り、無しどちらかをお選びください。
1 医師

口 人×
口 人×

2 医療従事者（医師以外）

口 人×
口 人×

3 事務員

口 人×
口 人×

医療機関 福利厚生傷害補償制度　連絡票
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TEL.019-626-3880

（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）
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TEL.050-3808-5732

（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）


